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第１号通所事業重要事項説明書 

＜令和 ７ 年 ４ 月 １ 日 現在 ＞ 

 

１ 当センターが提供するサービスについての相談窓口 

   電話    ０４８－７２９－１２４１（９時～１６時） 

   担当    野本 邦夫 

＊ ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２ べに花の郷の概要 

（１）提供できるサービスの種類  第１号通所事業 

 

（２）施設の名称及び所在地等 

施設名称  べ に 花 の 郷 

所在地  埼玉県桶川市坂田５１６番地１ 

介護保険指定番号  第１号通所事業 １１７５２０００７８ 

サービスを提供する 

対象地域 
 桶川市 

   上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（３）同センターの職員体制 

 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 １名（１）  サービス管理全般 １名（１） 

生活相談員 ２名（ ） 名（ ） 生活上の相談等 ２名（ ） 

機能訓練指導員 １名（ ） 名（ ） 
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン・機能回復訓練等 
１名（ ） 

事務職員 １名（ ） 名（ ） 一般事務・料金請求等 １名（ ） 

看
護
介
護
職
員 

看護婦（士） 名（ ） １名（ ） 
医療、健康管理業務等 

１名（ ） 

准看護婦（士） 名（ ） 名（ ）  名（ ） 

介護福祉士  １名（ ） １名（ ） 

日常介護業務等 

２名（ ） 

１ ～２ 級修了者 名（ ） 名（ ）  名（ ） 

初任者研修修了者 名（ ） １名（ ） １名（ ） 

その他 名（ ） ２名（２） ２名（２） 

    （ ）内は男性再掲 
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（４）同センターの設備の概要  

定員 １０名 静養室         １室 

食堂・機能訓練室         1 室 相談室         １室 

送迎車         1 台           

 

（５）サービス時間 

月曜日～金曜日 
９：００～１７：００ 

（お盆期間３日間、１２／３０～１／３を除く） 

   緊急連絡先 ０４８－７２９－１２４１ 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

（１）事業の目的 

   要支援状態又は事業対象者である利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居 

  宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図 

  るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、第１号通所事業を提供す 

ることを目的とします。 

（２）運営の方針 

   事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境を踏まえ、介護保険法その他関係法令及  

  びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サー 

ビス等と綿密な連携を図りながら、利用者が要支援状態となることの予防、要支援状 

態の維持若しくは改善又は要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提 

供につとめます。 

 

４ 提供するサービスの内容 

  第１号通所事業は、事業者が設置する事業所（デイサービスセンター）にかよってい

ただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認 

やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心

身機能の維持を図るサービスです。 

 

５ 料金 

（１）利用料金（第１号通所事業） 

① 基本料金（月額）(１割負担額) 

 事業対象者・要支援１ 事業対象者・要支援 2 

介護認定(月額) １，８４７円  ３，７１９円 
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② 加算利用料金（月額）(１割負担額)  

 事業対象者・要支援１ 事業対象者・要支援 2 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ９０円 １８１円 

同一建物減算 －３７６単位 －７５２単位 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ６ヵ月に１回 ２３円 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) １月につき所定単位数の５.９％ 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) １月につき所定単位数の１.２％ 

介護職員等特ベースアップ等支援加算 １月につき所定単位数の１.１％ 

③ 地域加算：地域区分６級地・地域単価１０.２７円 

④ 自己負担料金 

１．食 費               １食あたり６５０円。（全額自己負担） 

   ２．利用料（日用品費・教養娯楽費等） １日あたり２００円。（全額自己負担） 

  ⑤ 若年性認知症利用者受入加算     １月につき２４６円 

  ⑥ その他   おむつ代、レクリエーションに係る費用等は自己負担となります。 

⑦ 一定以上所得のある方は、サービス利用時の負担割合が２割・３割となります。 

（２）キャンセル料 

      利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

① ご利用日の当日８時００分までにご連絡いただいた場合    無料 

② ご利用日の当日８時００分までにご連絡がなかった場合  １，０００円 

（３）支払方法 

     毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、１５日以内にお支払いくださ  

  い。お支払いいただきますと、領収証を発行します。 

   お支払方法は、ご契約の際に決めさせていただきます。 

 

６ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

      まずは、お電話等でお申し込みください。当施設職員がお伺いいたします。 

      第１号通所事業計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

      介護予防ケアプラン及び介護予防ケアマネジメントの作成を依頼している場合は、 

事前にその介護予防支援事業者とご相談ください。 

（２）サービスの利用頻度 

   利用する曜日や内容については、介護予防ケアプラン及び介護予防ケアマネジメン 

トに沿いながら、利用者と協議の上決定し、第１号通所事業計画に定めます。ただし、 

利用者の状態の変化、介護予防ケアプラン及び介護予防ケアマネジメントに位置づけ 
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られた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。 

（３）サービス利用契約の終了 

    ① 利用者のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

       サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

  ② 当施設の都合でサービスを終了する場合 

    人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合 

   がございます。その場合は、終了３０日前までに文書で通知いたします。 

    ③  自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の認定区分が、要介護・非該当（自 

立）と認定された場合………要介護・非該当となった日 

      ・ 利用者がお亡くなりになった場合………死亡日の翌日 

    ④  その他 

・ 当施設が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、 

利用者ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当施設 

が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを 

終了することができます。 

・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを３０日以上遅延し、料金を支払うよう 

催告したにもかかわらず、１５日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由な 

くサービスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院または病気等により 

２ヶ月以上にわたりサービスが利用できない状態であることが明らかになった場 

合、または利用者やご家族などが当施設や当施設の従業者に対して本契約を継続 

しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に契 

約を終了させていただくことがございます。 

 

７ 緊急時における対応方法 

  サービスの提供中に利用者の体調や容態の急変、その他の緊急事態が生じたときは、

速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

８ 事故発生時の対応 

  サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事 

業者等に連絡するとともに、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いた 

します。 
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保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

  保険名   介護保険社会福祉事業者総合保険 

  利用者に事故が発生した場合は、速やかに家族・保険者への連絡を行うとともに、 

 事故の発生または、その再発防止のために下記のことを行います。 

  ① 事故が発生した場合の対応、事故の報告の方法等が記載された事故発生防止の為 

 の指針を整備します。 

② 事故が発生した場合または、それに至る危険性がある事態が起きた時にその事故 

 の事実を報告し、改善策について周知徹底を図る体制を整備します。 

③ 事故発生防止のための委員会及び職員に対して、研修を定期的に行います。 

 

９ 非常災害対策 

（１）事業所に災害対策に関する担当者（防火責任者）をおき、非常災害対策に関する取  

り組みを行います。 

 防火責任者 ： 管理者 野本邦夫 

（２）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連携体  

  制を整備し、定期的に職員に周知します。 

（３）定期的に避難、救助その他必要な訓練を行います。 

 

１０ 衛生管理等 

（１）第１号通所事業の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい 

  て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

（２）第１号通所事業において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講 

じます。 

（３）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の 

助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

１１ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保護について 

   事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚  

  生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため 

  のガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

（２）個人情報の保護について 

   事業者は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に  
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  おいて、ご利用者様の個人情報を用いません。また、ご利用者様のご家族の個人情報  

  についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご家族様の個人

情報を用いません。 

 

１２ 高齢者虐待防止について 

   事業者は、ご利用者様の人権の擁護・虐待の防止等のために、次の掲げるとおり必 

要な措置を講じます。 

（１）従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・ 

同居人等）による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかに、 

これを市町村に通報します。 

 

１３ サービス提供の記録 

（１）第１号通所事業の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサ  

ービス提供の日から５年間保存します。 

（２）ご利用者様は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交  

付を請求することができます。 

 

１４ サービス提供に関する相談、苦情 

（１）苦情処理の体制 

  ① サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 

（２）苦情相談窓口 

 

１ 第１号通所事業 べに花の郷  担当者等；施設長 野本 邦夫 

電話番号 ０４８－７２９－１２４１  

・苦情解決責任者 施 設 長 野本 邦夫 

・苦情受付担当者 生活相談員 稲見 恵子 

生活相談員 渋谷 優未 

・第三者委員 髙橋 富雄 電話番号 ０４８－７２８－４９１８ 

       野村 佳子 電話番号 ０４８－７２８－０１４０ 

（受付時間 １０時から１6 時） 

 ２ 桶川市 

   電話番号 ０４８－７８６－３２１１ 

 ３ 埼玉県国民健康保険団体連合 

 電話番号 ０４８－８２４－２５６８ 
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１５ サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早  

めに担当の介護支援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

（２）主治の医師から指示事項がある場合は申し出てください。 

 

 

                            令和  年  月  日 

 

 第１号通所事業の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要

な事項を説明しました。 

 

            事 業 者 

                所在地 埼玉県桶川市坂田５１６番地１ 

                名 称 社会福祉法人 明和会      印 

                説明者 べ に 花 の 郷 

                    施設長 野 本 邦 夫     印 

 

                説明者                 印 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から第１号通所事業についての重要事項の説明

を受けました。 

 

            利 用 者 住所 

                  氏名                印 

 

 

            代 理 人 住所 

           （続柄   ）氏名                印 

 


